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平成 25 年度環境省委託事業 

「家庭エコ診断推進基盤整備事業検討会」設置要綱 

 

                               平成 25 年４月 30 日 

 

(設置) 

第 1 条 一般社団法人地球温暖化防止全国ネット（全国地球温暖化防止活動推進センター）（以

下「全国ネット」という）は、平成 25 年度環境省委託事業において「家庭エコ診断推進基盤整

備事業検討会」（以下「検討会」という。）を設置する。この家庭エコ診断は、家庭部門でのゼ

ロエミッション化を推進するための取り組みとして、各家庭のあらゆる要望に応える総合サー

ビスを提供する制度であり、平成 26 年度に創設が計画されている。当検討会では、多方面から

当事業の進め方及び今後の制度検討等を行う。 

 

(所掌事項) 

第 2 条 家庭エコ診断推進基盤整備事業検討会は、次の事項を所掌する。 

(1) 事業の考え方及び進め方に関すること。 

(2) 家庭エコ診断制度のコンセプトの検討及びその制度確立と普及に向けた戦略の検討に

関すること。 

(3) 前各号の検討事項等に関して、分科会へのタスクアウト及び分科会からのインプットの

共有と調整に関すること。 

(4) その他目的達成に必要な事項。 

 

(組織等) 

第 3 条 検討会は、別表第１に掲げる者をもって組織する。 

2 委員長は、委員の互選により選任するとともに、委員長は副委員長を指名する。 

3 委員長は、検討会を代表し、会務を総理する。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理

する。 

 

(検討会) 

第 4 条 検討会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

2 委員長は、検討会に別表第１に掲げる委員及びオブザーバーと、必要と認める委員以外の者

の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

 

(分科会) 

第 5 条 検討会には普及戦略検討分科会（以下「第一分科会」という。）及び資格制度運用・検

討分科会（以下「第二分科会」という。）を設置する。 

２ 第一分科会は次の事項を所掌する。 

(1) 地域に根ざした診断実施スキームの検討に関すること。 

(2) 民間企業による診断実施スキームの検証に関すること。また、これに係る民間企業の

採択に関すること。 

(3) スキーム別の受診者拡大のための手法検討に関すること。 

(4) 制度実施ガイドラインの策定に関すること。 
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(5) その他目的達成に必要な事項。 

３ 第二分科会は次の事項を所掌する。 

(1) 家庭エコ診断制度の資格試験の構築に関すること。 

(2) うちエコ診断ソフトを含む、診断手法の改良と戦略に関する検討についてのこと。 

(3) その他目的達成に必要な事項。 

４ 第一分科会及び第二分科会は、別表第２及び別表第３に掲げる者をもって組織する。 

５ 分科会の座長及び委員は委員長が指名する。 

６ 分科会は座長が招集する。 

７ 分科会の座長は、分科会の会務を総理するとともに検討会に報告するものとする。 

８ 座長は、分科会にオブザーバー又は必要と認める委員以外の者の出席を求め、その意見を

聴くことができる。 

 

(委員の活動) 

第 6 条 

検討会及び分科会の委員は、次の活動を行うこととする。 

(1) 検討会や分科会、及び、別途設定するヒアリング等の機会において、第２条、第３条

及び第４条に示した所掌事項に対して、専門家として意見を述べること。 

(2) 郵送、電子メール等を通じた書面により、第２条、第３条及び第４条に示した所掌事

項に対して、専門家として意見を述べること。 

(3) 委員長、座長及び事務局の依頼により、その他の専門性に鑑みた作業を行うこと。 

 

(旅費、謝金の支給) 

第 7 条 検討会及び分科会の委員には、第 6 条の活動内容に応じて、全国ネットの規程に基づ

いて旅費及び謝金を支給する。 

2 検討会及び分科会に、委員長または座長が出席を求めたオブザーバーには、全国ネットの規

程に基づいて旅費を支給する。 

3 検討会及び分科会に、委員長または座長が必要と認めた委員以外の者には、全国ネットの規

程に基づいて旅費及び謝金を支給する。 

 

 (庶務) 

第 8 条 検討会及び分科会の庶務は、全国ネット事務局において処理する。 

 

(補則) 

第 9 条 この要綱に定めるもののほか、検討会及び分科会の運営に関し必要な事項は、別に定

める。 

 

附 則 

(施行期日) 

この要綱は、平成２５年５月１日から施行する。 
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別表第１ 

 

平成 25 年度環境省委託事業「家庭エコ診断推進基盤整備推進事業検討会」 

委員一覧 

 

 

（五十音順） 

 

 

区分 氏   名 職    名 

委員 遠藤 英二 兵庫県農政環境部環境管理局温暖化対策課 課長 

委員 大久保 規子 大阪大学大学院法学研究科 教授 

委員 金谷 年展 東京工業大学 ソリューション研究機構 特任教授 

委員 下田 吉之 大阪大学大学院工学研究科 教授 

委員 辰巳 菊子 公益社団法人日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会 理事

委員 鶴崎 敬大 株式会社住環境計画研究所 研究所長 

委員 冨田 鏡二 日本商工会議所環境専門委員会 委員 

委員 本藤 祐樹 横浜国立大学大学院環境情報研究院 教授 

委員 森口 祐一 東京大学大学院工学系研究科 教授 
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別表第２ 

 

平成 25 年度環境省委託事業 家庭エコ診断推進基盤整備事業検討会 

普及戦略検討分科会（第一分科会） 

委員一覧 

 

 

（五十音順） 

 

 

区分 氏   名 職    名 

委員 伊藤 千春 東京ガス株式会社都市生活研究所 主幹研究員 

委員 金谷 年展 東京工業大学 ソリューション研究機構 特任教授 

委員 北道 秀樹 一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会 調査部長 

委員 原尻 淳一 株式会社ブルームコンセプト 取締役 

委員 松尾 雄介 
公益財団法人地球環境戦略研究機関 グリーン経済領域 

担当マネージャー 

委員 水口 哲 株式会社博報堂PR戦略局公共政策推進部 コンサルタント

委員 大和 泉 大分県生活環境部地球環境対策課 副主幹 
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別表第３ 

 

平成 25 年度環境省委託事業 家庭エコ診断推進基盤整備事業検討会 

資格制度運用・検討分科会（第二分科会） 

委員一覧 

 

 

（五十音順） 

 

区分 氏   名 職    名 

委員 漆原 肇 日本労働組合総連合会総合政策局 次長 

委員 冨田 鏡二 日本商工会議所環境専門委員会 委員 

委員 野澤 正充 立教大学法科大学院 法科大学院長 

委員 本藤 祐樹 横浜国立大学大学院環境情報研究院 教授 

委員 松浦 卓也 京都市地球温暖化対策室 担当課長 

委員 依藤 佳世 公益社団法人国際経済労働研究所 研究員 


